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１．法科大学院の概要 
 
（１）設置者 

国立大学法人香川大学 

  
（２）教育上の基本組織 

大学・研究科・専攻名 香川大学大学院 香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務専攻 

開 設 年 度 平成 16年度 

  
（３）所在地 

香川県高松市 

（注）法科大学院（研究科・専攻）の所在地とし、都道府県、市町村名まで記入してください。（東京特別区の

場合は区名まで記入してください。） 

 
（４）教育の理念及び目標、養成しようとする法曹像 

教育の理念及び目標、 
養成しようとする法曹像 

 豊かな人間性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力などを基礎
に、基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指し、十分な職業倫理を
身につけ、親身になって地域住民の生活を支える法曹を養成すること
を理念とし、目標とする。 
 このような理念及び目標のもと、具体的には以下の法曹の養成を目
指す。 
・ 地域経済活動を支える法曹の養成 
・ 環境保全を推進する法曹の養成 

（注）各法科大学院が個別に定める教育の理念及び目標については、公表しているものを記入してください。 
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２．教員組織 
 
（１）教員数 

区  分 

専   任   教   員 
兼担・ 
兼任教員 

専 専・他 実・専 実・み 合 計 

教  授 ７ ０ ４（４） １（１） 12（５） 
18 

准教授・ 
講師・助教 

６ ０ １（１） ０（０） ７（１） 

（注）１．本文書作成年度の５月１日現在で記入してください。 

２．括弧内には、内数で法曹としての実務の経験を有する者の人数を記入してください。 

３．「専任教員」欄の「専」については法科大学院のみの専任教員数、「専・他」については法科大学院の

専任であり、かつ他の学部・大学院（修士課程）の専任教員である者の人数、「実・専」については実

務家専任教員数、「実・み」については実務家みなし専任教員（年間６単位以上の授業を担当し、かつ、

法科大学院のカリキュラム編成等の運営に責任を有する者）数を記入してください。 

 

（２）科目別の専任教員数 

法  律  基  本  科  目 法
律
実
務 

基
礎
科
目 

基
礎
法
学
・ 

隣
接
科
目 

展
開
・
先
端 

科
目 

憲 法 行政法 民 法 商 法 
民 事 
訴訟法 

刑 法 
刑 事 
訴訟法 

２ １ ４ ２ ２ ２ １ ７ ０ ６ 

（注）１．本文書作成年度の５月１日現在で記入してください。 

２．科目別に延べ人数で記入してください。 
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３．教育課程及び教育方法 
  
（１）開設する授業科目数（単位数）及び修了に必要な修得単位数 

区  分 

開 設 授 業 科 目 数 （単 位 数） 
修了に必要な 

修得単位数 必修科目 
選択必修 
科目 

選択科目 合  計 

法 
 
律 

公法系科目 ６（12） ４（４） （ ） 10（16） 12単位 

選択必修科目から６単位

必要だが、いずれの系の

科目でもよいので系への

分類不可。12＋32＋12＋

６で 62単位 

 基準２−１−５のただし

書に該当する単位数は３

単位 

基 
 
本 

民事系科目 16（32） ４（４） （ ） 20（36） 32単位 

科 
 
目 

刑事系科目 ６（12） ４（４） （ ） 10（16） 12単位 

法律実務 
基礎科目 

７（13） ６（８） （ ） 13（21） 15単位 

 

  基礎法学・ 
隣接科目 

（  ） ７（14） （ ） ７（14） ４単位 

展開・先端科目 （  ） 25（50） （ ） 25（50） 12単位 

合  計 35（69） 50（84） ０（０） 95（153） 93単位 

（注）１．本文書作成年度に入学した学生に適用されるカリキュラムについて記入してください。「開設授業科目数

（単位数）」欄には当該年度に開講されていない授業科目（不開講、隔年開講等）も含めてください。 

２．当機構の定める法科大学院評価基準上の科目区分で記入してください。 

３．「開設授業科目数（単位数）」欄には授業科目数を記入し、括弧内に合計単位数を記入してください。 

４．法律基本科目において、公法系、民事系、刑事系の３つの科目に区分できない授業科目については、法律

基本科目の欄に「その他」を設けて記入してください。 

５．「修了に必要な修得単位数」欄の単位数のうち「合計」欄に記載されるものは、修了要件単位数になりま

す。 

６．「修了に必要な修得単位数」欄の右欄には、基準２－１－５のただし書に該当する単位数及び複数の科目

区分から修得する修了に必要な修得単位数を記入してください。 

 



香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務専攻 

 

4 

（２）開設する法律実務基礎科目 

区  分 
開 設 授 業 科 目 修了に必要な 

修得単位数 
備考 

授業科目名（単位数） 必修・選択等 

法曹倫理 法曹倫理（２単位） 必修 ２単位  

民事訴訟実務の
基礎 

要件事実論（２単位）、民事裁判演習
（２単位） 

必修 ４単位  

刑事訴訟実務の
基礎 

刑事訴訟実務（２単位）、刑事裁判演
習（２単位） 

必修 ４単位  

法情報調査 法律情報処理（１単位） 必修 １単位  

法文書作成 不開設 — — 

必修の民事裁
判演習及び刑
事裁判演習の
中で指導を行
っている。 

模擬裁判 不開設 —  
 模擬裁判

は、いずれも

必修の実務講

座及び刑事裁

判演習で実施

している。 

 ローヤリン

グは、実務講

座、リーガル

クリニック

(1)、リーガル

クリニック

(2)、リーガル

クリニック

(3)において

実施してい

る。 

ローヤリング 不開設 —  

クリニック 
リーガル・クリニック(1)（１単位）、
リーガル・クリニック(2)（１単位）、
リーガル・クリニック(3)（２単位） 

選択必修 ４単位 

エクスターン 
シップ 

エクスターンシップ(1)（１単位）、エ
クスターンシップ(2)（１単位）、エク
スターンシップ(3)（２単位） 

選択必修  

公法系訴訟実務 
の基礎 

不開設 —  

専門訴訟の領域 
実務 

不開設 —  

その他 実務講座（２単位） 必修  

（注）１．本文書作成年度に入学した学生に適用されるカリキュラムについて記入してください。「開設授業科目」

欄には当該年度に開講されていない授業科目（不開講、隔年開講等）も含めてください。 

２．「授業科目名（単位数）」欄には左欄の区分に該当する授業科目名及び単位数を記入してください。 

３．開設していない区分については、「授業科目名」欄に「不開設」と記入し、「必修・選択等」欄及び「修了

に必要な修得単位数」欄に「－」を記入してください。 

４．法情報調査及び法文書作成については、当該教育内容を授業科目ではなく、ガイダンス等の方法で指導を

行っている場合は、その旨を「備考」欄に記入してください。 

５．「その他」欄には、上記区分に該当しない授業科目を、適宜行を追加して記入してください。 
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※（１）又は（２）において、前年度に入学した学生に適用されるカリキュラムと比較して、変更がある
場合は、変更内容を以下の枠に記入してください。 

区 分 平成○年度 平成（○－１）年度 変更内容 

法律基本科目    

法律実務 
基礎科目 

   

 基礎法学・ 
隣接科目 

   

展開・ 
先端科目 

   

（注）１．当機構の定める法科大学院評価基準上の科目区分で記入してください。 

２．「平成○年度」欄及び「平成（○－１）年度」欄には、変更のあった授業科目名、選択・必修の別、単位

数を記入してください。 

３．「変更内容」欄には、新規開設、統合、廃止、名称変更、単位数の変更や選択・必修の別の変更その他変

更のあった内容を記入してください。 

 
 

（３）授業時間等の設定 

区 分 講義 演習 実習 その他 

１単位当たりの授業時間 15時間 15時間 34.5時間  

１年間の授業期間 前期：４月５日〜８月９日 後期：10月２日〜３月 10日 

各授業科目の授業回数（単位） 
（集中講義は除く） 

15回（２単位） 

（注）１．各欄については、本文書作成年度の５月１日現在で、法科大学院として定めている一般的な方針を記入し

てください。 

２．「その他」欄には、複数の授業形態を組み合わせている授業科目の授業形態の種類及び１単位当たりの授

業時間を記入してください。 
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（４）履修登録単位数の上限 

区 分 １年次 ２年次 
３年次 

（最終年次） 
備    考 

単位数 40 36 44 

１年次において、解釈指針
３−３−１−１（１）に該当す
る措置をとっており、36単
位を超える４単位について
は、以下の基礎演習科目群
からの履修に限る。 
 
・公法基礎演習（１） 
・公法基礎演習（２） 
・民事法基礎演習（１） 
・民事法基礎演習（２） 
・刑事法基礎演習（１） 
・刑事法基礎演習（２） 
※単位数はすべて１単位 

（注）１．長期履修については、適宜列を追加して記入してください。 

２．解釈指針３－３－１－１（１）又は（２）に該当する措置がとられている場合には、その旨を「備考」欄

に記入してください。また、（１）に該当する措置がとられている場合には、対応する授業科目名及び単位

数を「備考」欄に記入してください。 
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４．成績評価及び課程の修了 
 

（１）成績評価の基準 

区 分 内    容 備 考 

成績のランク分け 
及び各ランクの分布

の在り方 

秀 90点～100点 おおむね５％以内 

 

優 85点～89点 
秀と優の合計でおお

むね 25％以内 

良 75点～84点  

可 70点～74点  

不可 ０点～69点  

成績評価における 
考慮要素 

期末試験・小テスト・レポートの結果、授業中の発言
内容などを考慮要素としている。 

 

（注）１．各欄については、本文書作成年度の５月１日現在で、法科大学院として定めている一般的な方針を記入し

てください。 

２．規則等で例外等を定めている場合は、その旨を「備考」欄に記入してください。 

 

 
（２）成績評価の基準にしたがった成績評価が行われるための措置等 

区  分 具体的措置 

成績評価についての説明を希望する
学生への説明の機会の設定 

学務係を通じての成績調査依頼、担当教員への説明請求及び
研究科長宛に異議申立てできる制度を設けている。 

教員間における 
各授業科目の成績評価に 
関するデータの共有 

科目間や担当者間での採点分布に関するデータを全教員に配
付しており、共有を図っている。 

（注）上記２区分以外に成績評価の基準にしたがった成績評価が行われるための措置がとられている場合には、適宜

行を追加して記入してください。 

 

 

（３）成績評価の結果に係る必要な関連情報の告知方法 
区  分 具体的措置 

成績評価の基準 
（採点のポイント等） 

 答案返却時に併せて配付又は説明会を開催している。 

成績分布データ  成績確定後、成績分布データを学生に HPで公開している。 

（注）上記２区分以外に成績評価結果とともに学生に告知される必要な関連情報があれば、適宜行を追加して記入し

てください。 
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（４）期末試験（本試験）・再試験・追試験 
   ①制度の有無及び受験資格 

区分 制度の有無 受験資格 備考 

期末試験 
（本試験） 

 履修届を出して履修した授業科目に限り、
受験することができる。 

 

再試験 無   

追試験 有 

 次の事由により定期試験に欠席した者に
対しては、別に追試験を行う。 
１ 天災その他の非常災害 
２ 交通機関の突発事故 
３ 負傷又は疾病 
４ ３親等内の親族の死亡による忌引 
５ 就職試験の受験 
６ その他、連合法務研究科において相当と
認める事由 

 

（注）１．再試験、追試験の制度がある場合は「制度の有無」欄に「有」、制度がない場合は「無」と記入してくだ

さい。 

２．「受験資格」欄は規則、学生便覧の記載をそのまま記入してください。 

３．再試験又は追試験において、成績評価基準等について期末試験（本試験）と異なる取扱いを定めている 

場合は、その旨を「備考」欄に記入してください。 

 

   ②実施方法における配慮等 
具体的措置 

期末試験の解答用紙には、学生の学籍番号のみを記入し、氏名は記入しない用紙を使用している。 

（注）本文書作成年度の５月１日現在で、法科大学院として定めている一般的な方針を記入してください。 

 
（５）修了要件 

標準修業年限 
（長期履修） 

３年 

（ 年） 

単位数 93単位以上 

ＧＰＡ※ 無 

修了試験 無 

（注）１．ＧＰＡを修了要件としている場合は、「ＧＰＡ」欄に具体的内容を記入し、修了要件としていない場合は、

「無」と記入してください。 

２．修了試験制度がある場合は「修了試験」欄に具体的内容を記入し、制度がない場合は「無」と記入してく

ださい。 

 
※（５）においてＧＰＡ制度を設けている場合は、ＧＰＡの計算方法について以下の枠に簡潔に記入して
ください。 

計算方法： 
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（６）修了要件単位数に占める法律基本科目以外の単位数 

区 分 
法律基本 
科目の 
単位数 

法律基本 
科目以外 
の単位数 

修了要件 
単位数 

修了要件単位数に占め
る法律基本科目以外の
単位数の率 

備  考 

単位数 

法学未修者 59 31 93 0.333 

基準４−２−１
（３）のただし
書に該当する単
位数は３単位 

法学既修者 29 34 63   

（注）１．「法律基本科目の単位数」、「法律基本科目以外の単位数」（修了要件単位数に占める法律基本科目以外の単

位数）及び「修了要件単位数」欄については、修了に必要な単位数を記入してください。 

２．「法律基本科目の単位数」欄については、基準４－２－１（３）のただし書きに該当する単位数は含めな

いでください。なお、基準４－２－１（３）のただし書に該当する単位数がある場合は、その単位数を「備

考」欄に記入してください。 

３．「修了要件単位数に占める法律基本科目以外の単位数の率」欄には、修了要件単位数に占める法律基本科

目以外の単位数を修了要件単位数で割った値を記入してください。なお、端数については、小数点第４位を

切り捨ててください。（例：修了要件に占める法律基本科目以外の単位数が 33 単位、修了要件単位数が 93

単位の場合には、33÷93＝0.35483・・・≒『0.354』となります。） 

 
 
（７）入学後の修得単位、入学前の修得単位、法学既修者認定単位の取扱い 

区分 取扱い 

入学後の修得単位 

 学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位は、本
人の申請に基づき教育上有益と認めるときは、30 単位を超えない範囲で、本
研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

入学前の修得単位 

 学生が本研究科に入学する前に大学院において履修した単位は、本人の申
請に基づき本研究科が教育上有益と認めるときは、上記「入学後の修得単位」
と合わせて 30単位を超えない範囲で、入学後の本研究科における授業科目の
履修により修得したものとみなすことができる。 
なお、入当該単位の修得により本研究科の教育課程の一部を履修したと認

めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超
えない範囲で本研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。 
 

法学既修者認定単位 

 本研究科において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者に
ついては、1年を超えない範囲で本研究科が認める期間在学し、上記「入学後
の修得単位」及び「入学前の修得単位」と合わせて 30単位を超えない範囲で
本研究科が認める単位を修得したものとみなすことができる。 
 

（注）「取扱い」欄には、規則等に定められている内容を記入してください。 
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５．入学者選抜 
 
（１）アドミッション・ポリシー 

社会正義を追求し、基本的人権を擁護し、人の権利に配慮する法的感性を持つ者、物事を公正・

公平にみる者、問題を発見するとともに分析・解明する能力、問題解決のための処理能力（たと

えば論理的思考・判断能力、バランス感覚、他者への配慮・理解力、説得力）の優れた者、不断

の向上心と不屈の精神に溢れ、持続的、積極的に社会活動をする志向が強く、地域社会に基盤を

おき地域に根ざすという本学の指針を理解し、その実現に意欲を持つ者を求めている。 

 
 
（２）入学者選抜方法 

区分 入学者選抜の実施方法、選考上の考慮要素、配点基準等 

法学未修者 

A・B・C・D日程 
 一般 
  法科大学院適性試験の成績（第１〜３部）・・40％ 
  小論文・・40％ 
  面接・・10％ 
  書類評価・・10％ 
 他学部卒業者等 
  法科大学院適性試験の成績（第１〜３部）・・30％ 
  小論文・・40％ 
  面接・・15％ 
  書類評価・・15％ 
 ただし、D日程は、上記のうち小論文の代わりに適性試験第４部を用いる。 

法学既修者 

A・B・C日程 
 法科大学院適性試験の成績（第１〜３部）・・30％ 
 既修者試験・・45％ 
 面接・・15％ 
 書類評価・・10％ 

（注）１．本文書作成年度に実施する入学者選抜について記入してください。 

２．入学者選抜の実施方法、選考上の考慮要素、配点基準等について公開されているものを簡潔に記

入してください。 

 
 
（３）入学者選抜の実施状況 

区   分 平成 25年度 平成 24年度 平成 23年度 

入 学 定 員 20 20 20 

志 願 者 数 20 34 47 

受 験 者 数 20 34 45 

合 格 者 数 11 17 22 

競 争 倍 率 1.81 2.00 2.04 

（注）１．本文書作成年度を含む過去３年度について、５月１日現在で記入してください。 

２．「入学定員」欄には、法学未修者と法学既修者を分けて募集している場合、入学定員に括弧書きで

それぞれの募集人数を記入してください。（例：入学定員 30人（未修：20、既修：10）） 

３．「競争倍率」欄には、受験者数を合格者数で割った値を記入してください。 

４．「競争倍率」欄については、小数点第３位を切り捨ててください。（例：合格者数が 90 人、受験者

数が 250人の場合には、250÷90＝2.777・・・≒『2.77』となります。） 
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（４）適性試験の運用 
   ①合格者における適性試験の平均点及び最低点 

区   分 平成 25年度 平成 24年度 平成 23年度 

合格者における 
適性試験の平均点 

194.1 195.9 58.9 

合格者における 
適性試験の最低点 

175 159 42 

（注）１．本文書作成年度を含む過去３年度について、５月１日現在で記入してください。 

２．「合格者における適性試験の平均点」欄については、小数点第２位を切り捨ててください。 

 
 ②入学者選抜における適性試験の取扱方針 

 入学者選抜における適性試験の取扱については、適性試験管理委員会が実施する法科大学院全
国統一適性試験の点数が、上位 85％程度に位置する得点に満たない者は、総合点のいかんに関
わらず、不合格としている。 

（注）１．本文書作成年度の５月１日現在における取扱方針について記入してください。 

２．取扱方針の適用について例外等を定めている場合は、その内容を記入してください。  

 

 

（５）入学者選抜の改善 

志願者・受験者数が減少傾向にあり、入学定員の充足率等でも問題があるため、これまで前

期・後期制（必要に応じて２次募集）であった入試日程を、平成２６年度入学者選抜から、Ａ・

Ｂ・Ｃ・Ｄの４日程制とした。また、Ｄ日程においては、法学未修者コースのみの募集とし、

小論文試験を課さずに、適性試験の第４部を利用し、受験者の負担軽減を図ることとした。さ

らにＡ・Ｂ・Ｃ日程においては試験会場を香川大学、愛媛大学、東京及び大阪の４カ所に設け、

受験機会の拡大を通じて、志願者・受験者数の増加を図ることにした。なお、Ｄ日程は香川大

学及び愛媛大学で実施する。 

（注）本文書作成年度の５月１日現在における入学者選抜の改善への取組（検討状況含む。）について記入し

てください。 
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６．修了者の進路及び活動状況 

 

（１）法学未修者 

区 分 平成 24年度 平成 23年度 平成 22年度 

標準修業年限での修了者数 ６ ４ 14 

修了率 0.4 0.26 0.53 

司法試験出願者数 ７ 10 21 

司法試験受験者数  ８ 18 

司法試験合格者数  ０ ０ 

その他の特徴的な進路   
地方公務員（３）、

企業法務（１） 

 

（２）法学既修者 

区 分 平成 24年度 平成 23年度 平成 22年度 

標準修業年限での修了者数 １ １ ０ 

修了率 1.00 0.33 — 

司法試験出願者数 １ １ １ 

司法試験受験者数  １ ０ 

司法試験合格者数  ０ ０ 

その他の特徴的な進路    

（注）１．「標準修業年限での修了者数」欄については、本文書作成前年度を含む過去３年度について、５月１日現

在で記入してください。なお、長期履修制度を利用して修了した者は含めないでください。 

２．「修了率」欄には、「標準修業年限での修了者数」を当該学年の入学者数で割った値を記入してください。

なお、端数については、小数点第３位を切り捨ててください。（例：修了者数が38人、入学者数が41人の場

合には、38÷41＝0.9268・・・≒『0.92』となります。） 

３．「司法試験出願者数」欄については、当該修了年度の修了生のうち、司法試験に出願した者の数を記入し

てください。 

４．「司法試験受験者数」欄については、「司法試験出願者数」のうち、司法試験を受験した者の数を記入して

ください。 

５．「司法試験合格者数」欄については、「司法試験受験者数」のうち、司法試験に合格した者の数を記入して

ください。 

６．「その他の特徴的な進路」欄には、法曹三者以外に、国家・地方公務員、企業法務関係等、修了者の進路

で特徴的なものがあれば、把握できている範囲で、それらの進路ごとにその人数を記入してください。 
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７．自己点検及び評価 
 

（１）自己点検及び評価の体制 

担当組織 自己点検・評価委員会 

評価項目 

１．教育の理念及び目標 

２．教育内容 

３．教育方法 

４．成績評価及び修了認定 

５．教育内容等の改善措置 

６．入学者選抜等 

７．学生の支援体制 

８．教員組織 

９．管理運営等 

10．施設、設備及び図書館等 

11．自己点検及び評価等 

12．研究活動 

13．社会貢献 
自己点検・評
価書の公表
年・月 

平成 23年８月 

自己点検・評
価書 

の公表方法 

法科大学院ウェッブサイトに掲載している。 
URL
〈http://www.ls.kagawa-u.ac.jp/information/info/pdf/ninshou-houkoku2013.pdf〉 

（注）１．担当組織及び評価項目については、本文書作成年度の５月１日現在の、自己点検及び評価の実施体制及び

評価項目を記入してください。 

２．「自己点検・評価書の公表年月」については、作成・公表された直近の自己点検・評価書の公表年・月（表

紙等に記載の上梓日等）を記入してください。 

 
（２）自己点検及び評価に基づく改善 

自己点検及び 
評価の結果 

改善の事例 備 考 

評価項目「入学者選抜等」におい
て、受験者数を増加させる方策を
考えるべきである。 

平成 26年度入学試験より、試験回数を４回
に増やし、そのうち３回については、大阪
にも試験会場を設けることにした。 

 

評価項目「学生の支援体制」にお
いて、修了生にもアフターケアの
面でなお強化の余地がある。 

四国ロースクール後援会に支援を求め、修
了生の香川大学法科大学院教育研究支援シ
ステムの利用料援助を得ることができた。 

 

（注）１．各欄については、本文書作成年度の５月１日現在で、本評価実施後に、法科大学院における自己点検及び

評価の結果に基づいて実施した改善の事例について記入してください。 

２．本文書作成年度の５月１日現在において、検討中であり、未だ改善の途上にある事項については、現在の

状況を「改善の事例」欄に記入し、「備考」欄に今後の見通し等についても記入してください。 
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改善すべき点の対応状況 
 

章 改善すべき点 対 応 状 況 備   考 

１章 

 法曹養成という法科大学

院の目的に照らし、司法試

験の合格状況は低い水準に

あるため、教育の理念及び

目標の達成や地域からの期

待を踏まえた、抜本的な司

法試験の合格状況の改善措

置を講ずる必要がある。 

（平成 25年度） 

 修了生への支援も強化を図り、

四国ロースクール後援会の支援

により、修了生も自己負担なく、

香川大学法科大学院教育研究支

援システム（TKC）を一定数利用

できるようにした。 

 

11章 

 司法試験の合格率が低い

水準にとどまっており、改

善措置がいまだ十分な成果

を上げていないため、十分

な点検及び評価とその結果

を踏まえた、教育活動等の

実効的な改善措置が講じら

れる必要がある。 

（平成 25年度） 

 主として演習科目につき、単純

な判例研究ではなく、事例問題に

よる研究を中心にするように検

討をし、平成 26 年度から実施す

る。 

 

 
   

（注）１．「改善すべき点」欄は、評価実施時に「改善すべき点」として指摘された事項ごとに欄を区切り、第１章か

ら第 11章の順に記入してください。 

２．「対応状況」欄については、評価実施時からの対応状況を古いものから順に記入してください。 

３．未対応の事項について対応計画等があれば、「備考」欄に記入してください。 

 


